
☆***********************************************************************☆ 

 

         ニッセイメール配信サービス（メルマガ） 

                 

    【メルマガ内容】 

 

        ＤＢ基金（ ）  ＤＢ規約（ ）  ＤＣ  （ ） 

        厚年基金（ ）  会計基準（ ）  その他 （○） 

 

        【タイトル】企業年金連合会「令和７年度企業年金税制改正に関する要望」 

          を厚生労働省に提出 

 

☆***********************************************************************☆ 

 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

企業年金連合会は、「令和７年度企業年金税制改正に関する要望」を厚生労働省に提出した

ことを公表しましたので、ご案内いたします。（提出日：２０２４年８月１日） 

 

※企業年金連合会ＨＰ「令和７年度企業年金税制改正に関する要望」 

https://www.pfa.or.jp/user_kaiin/chosakenkyu/yobo/zeisei/files/yobo_r060731.pdf 

 

【企業年金連合会「令和７年度企業年金税制改正に関する要望」】一部抜粋 

 

１．特別法人税の撤廃 

２．確定給付型企業年金に関する税制の見直し 

  －年金財政の安定化を図るための掛金拠出の弾力化 等 

３．確定拠出年金に関する税制の見直し 

  －拠出限度額の撤廃又は十分な水準までの引上げ、マッチング拠出に関する規制撤廃、 

   通算加入者等期間への算入可能年齢の引上げ、生活困窮時の脱退一時金受取要件の

緩和 

４．制度間ポータビリティの拡充 

  －中小企業退職金共済制度と企業年金制度間の資産移換、個人単位での退職一時金等

の企業年金への資産移換、退職一時金から企業型確定拠出年金への制度移行に伴う

資産の一括移換 

５．企業年金連合会「通算企業年金」への追加拠出の導入 

https://www.pfa.or.jp/user_kaiin/chosakenkyu/yobo/zeisei/files/yobo_r060731.pdf


６．企業年金の拠出時・給付時の柔軟な仕組み 

７．「退職所得の受給に関する申告書」に係るマイナンバーの取扱い 

 

 

令和７年度税制改正については、今後、各省庁の税制改正要望が取りまとめられた後、 

与党税制調査会で審議されます。 

 

 

*******メール配信サービス（年金ＮＥＷＳ・メルマガ）******** 

運営：日本生命保険相互会社 

 

 〒100-8288  東京都千代田区丸の内 1-6-6日本生命丸の内ビル 

     団体年金部 団体年金コンサルティンググループ 

   TEL    03-5533-5572  

   E-mail  kikinmadoguti@nissay.co.jp 

*********************************************************** 

日本-年基-202408-170-0201-D  

 


